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１章  策定にあたって                                

１．策定の趣旨 

国は、就学前の子どもに関する教育・保育ニーズの多様化に対応するために、平成１８

（2006）年に「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律」（いわゆる「認定こども園法」）を施行し、教育及び保育並びに子育て支援を提供する

総合施設を創設しました。これは、本市が子育ち・子育て支援の拠点と位置付けた「こど

も園」の取り組みそのもので、さらに平成２４（2012）年に成立した「子ども・子育て関

連３法」においては、国がその必要性を広く提唱したものです。 

本市では、「習志野市こども園構想」に基づく「子育ち・子育て支援体制整備基本計画」

に おいて、中学校区を基本に七つの市立こども園を整備することを掲げ、「習志野市こ

ども園整備と既存市立幼稚園・保育所の再編計画 第１期計画」（以下「第１期計画」と

いう。）を策定し、  市立こども園の整備に併せて、既存の市立幼稚園・保育所の再編

に取り組んできました。 

また、社会経済情勢の変化や少子化の進行に伴い、市立幼稚園における教育需要が減

少する一方で、保育需要が増加する状況に対応するため、「習志野市こども園整備と既存

市立幼稚園・保育所の再編計画 第２期計画」（以下「第２期計画」という。）、及び「同

計画 第３期計画」（以下「第３期計画」という。）において、こども園の整備と既存施設

の私立化を実施し、施設の老朽化対策・保育受入定員の拡大を図ってきました。 

こうした取り組みにより、市立こども園は七つの中学校区への整備が完了し、市立幼

稚園は「４歳児・５歳児ともに１０人以下となることが見込まれた場合に、集団教育の観

点から同一中学校区のこども園との統合を視野に検討を始める」という方針が定まると

ともに、待機児童数についてもピーク時に比べ大きく減少しました。 

このように、市立施設の整備及び再編については一定の成果が得られたことから、次

の段階として、市立こども園・幼稚園・保育所における今後の施設の方向性を「就学前教

育・保育に係る市立施設のあり方」として示し、策定するものです。 

なお、就学前児童人口や保育需要の動向、社会経済情勢が大きく変化した場合には、あ

り方の期間によらず見直しを検討します。 
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２．第１期・第２期・第３期計画の達成状況 

（１）これまでの整備・再編の状況 

平成１５（2003）年６月に策定した「習志野市こども園構想」に基づくこども園整備と

して、また、平成１６（2004）年１２月に構造改革特区の認定を受けた「習志野きらっと

こども園特区」として、東習志野幼稚園と東習志野保育所を再編し、第四中学校区に東習

志野こども園を整備しました。 

その後、再編の具体的な対象施設や時期を示した第１期計画を平成２１（2009）年８月

に策定し、こども園の整備と市立幼稚園・保育所の私立化を掲げました。 

そして、平成２６（2014）年度からの「基本構想」、「前期基本計画」及び「公共施設再

生計画」との整合性を図り、計画期間も合わせた第２期計画を平成２５（2013）年１２月

に策定し、令和２（2020）年度からの「後期基本計画」及び「公共建築物再生計画」との

整合性を図り、計画期間も合わせた第３期計画を令和２（2020）年に策定しました。 
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（２）市立こども園の整備 

第１期計画では、杉の子こども園、袖ケ浦こども園を整備しました。 

第２期計画では、大久保こども園を整備するとともに、当初の計画にはありませんで

したが、在園児の減少により集団教育の観点から、秋津幼稚園、香澄幼稚園を再編し、新

習志野こども園を整備しました。 

第３期計画では、向山こども園、藤崎こども園を整備し、再編計画策定前に開設した

東習志野こども園を含め、七つの中学校区の全てでこども園の整備が完了しました。 

市立こども園では、延長保育や産休明け保育、一時保育、預かり保育などの保育ニーズ

に対応するとともに、育児相談や子育ての交流の場を提供するこどもセンターを併設し、

子育ち・子育て支援の拠点として運営しています。 

 

図表１-2-２  市立こども園の整備の状況 
施設名（中学校区） 開設年度 再編対象施設 併設機能 計画 

東習志野こども園 

（第四中学校区） 
平成１８年度（2006） 

東習志野幼稚園 

東習志野保育所 

こどもセンター 

一時保育 
＊ 

杉の子こども園 

（第六中学校区） 
平成２４年度（2012） 杉の子幼稚園 

こどもセンター 

一時保育 

第１期 

袖ケ浦こども園 

（第三中学校区） 
平成２６年度（2014） 

袖ケ浦西幼稚園 

袖ケ浦東幼稚園 

袖ケ浦保育所 

こどもセンター 

一時保育 

大久保こども園 

（第二中学校区） 
平成３１年度（2019） 

新栄幼稚園 

大久保保育所 

こどもセンター 

一時保育 

第２期 

新習志野こども園 

（第七中学校区） 
平成３１年度（2019） 

秋津幼稚園 

香澄幼稚園 
こどもセンター 

向山こども園 

（第一中学校区） 
令和６年度（20２４） 向山幼稚園 

こどもセンター 

一時保育 
第３期 
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藤崎こども園 

（第五中学校区） 
令和７年度（2025） 藤崎幼稚園 

こどもセンター 

一時保育 

＊ 東習志野こども園は、再編計画策定前の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市立幼稚園・保育所の再編 

第１期計画では、若松保育所、袖ケ浦第二保育所を私立化し、それぞれ若松すずみ保育

園、明徳そでにの保育園を開設しました。また、実花幼稚園、つくし幼稚園の私立化は、

保育需要の増加に伴い、こども園化について検討するため延期しました。 

第２期計画では、菊田保育所を私立化し、谷津みのり保育園を開設しました。また、実

花幼稚園、つくし幼稚園を私立化に併せてこども園化し、それぞれブレーメン実花こど

も園、みのりつくしこども園を開設しました。なお、本大久保保育所及び本大久保第二保

育所の私立化では、保育需要の増加に伴い、本大久保第二保育所を存続させることとし、

本大久保保育所を私立化し、COO
ク ー

本大久保保育園を開設しました。 

第３期計画では、大久保第二保育所、藤崎保育所を私立化し、それぞれ大久保みのり保

育園、藤崎みつぼし保育園を開設しました。また、菊田第二保育所の私立化では、保育需

要の増加に伴い、０歳児から２歳児に加えて３歳児から５歳児までの受け入れを実施し、

青葉保育園を開設しました。 

私立化にあたっては、本市の保育の質を確保し、安定した運営がされるように、指針と

なる「私立化ガイドライン」を策定し、計画期間ごとに見直しました。また、入所児童や

保護者との信頼関係を築くため、対象施設と移管先法人の職員による共同保育・引継ぎ

保育を実施するとともに、保護者、移管先法人及び本市による三者協議会で、私立化に伴

う諸事項について協議し合意形成を図りました。なお、移管先法人に対しては、土地の貸

与や既存建物の譲渡により円滑な運営に配慮し、定員拡大に伴う増築や建替えに、国・県

による補助金など財源の確保を図りました。 

 

図表１-2-３  市立幼稚園・保育所の私立化の状況 
施設名 

開設年度 運営法人 計画 ［私立化前］ ［私立化後］ 

若松保育所 若松すずみ保育園 
平成２５年度（201

３） 
社会福祉法人 すずみ会 

第１

期 袖ケ浦第二保育所 明徳そでにの保育園 
平成２５年度（201

３） 
社会福祉法人 千葉明徳会 

菊田保育所 谷津みのり保育園 
平成２８年度

（2016） 
社会福祉法人 習志野 第２



就学前教育・保育に係る市立施設のあり方 

- 7 - 

実花幼稚園 
ブレーメン実花こども

園 

平成２９年度

（2017） 

社会福祉法人 八千代美香

会 
期 

つくし幼稚園 みのりつくしこども園 
平成２９年度

（2017） 
学校法人 田久保学園 

本大久保保育所 COO 本大久保保育園 
平成３１年度

（2019） 
学校法人 正良学園 

大久保第二保育所 大久保みのり保育園 
令和６年度（20２

４） 
社会福祉法人 習志野 

第３

期 

菊田第二保育所 青葉保育園 
令和６年度（20２

４） 
社会福祉法人 青葉学園 

藤崎保育所 藤崎みつぼし保育園 
令和７年度（20２

５） 
学校法人 三星学園 

 

（４）市立幼稚園のこども園への統合 

第３期計画では、４歳児・５歳児ともに１０人以下となった市立幼稚園について、在園

児の保護者や地域住民と協議を重ね、大久保東幼稚園を大久保こども園に令和６年度末

に統合しました。 

また、津田沼幼稚園は藤崎こども園に、屋敷幼稚園は杉の子こども園に、令和９年度末

に統合する予定となっています。 

３．あり方の期間 

本市の市政運営の根幹である令和８（２０２６）年度からの「基本構想」、「前期

基本計画」及び公共建築物の老朽化対策の具体的な取り組みを示す「第３次公共建築

物再生計画（第３期計画期間）」との整合性を図り、令和８（2026）年度から令和１

５（2033）年度までの８年間とします。 

なお、就学前児童人口や保育需要の動向、社会経済情勢が大きく変化した場合に

は、この期間によらず見直しを検討します。 

 

図表 1-3  あり方の期間のイメージ 
令和

２ 

年度 
(2020) 

令和３ 

年度 
(2021) 

令和

４ 

年度 
(2022) 

令和５ 

年度 
(2023) 

令和６ 

年度 
(2024) 

令和

７ 

年度 
(2025) 

令和８ 

年度 
(2026) 

令和９ 

年度 
(2027) 

令和１

０ 

年度 
(2028) 

令和１

１ 

年度 
(2029) 

令和１

２ 

年度 
(2030) 

令和１

３ 

年度
(2031) 

令和１

４ 

年度 
(2032) 

令和１

５ 

年度 
(2033) 

 

            

 

 

             

 

 

 

 

             

前期基本計画 

基本構想 

（平成２６年度～令和７年度） 

後期基本計画 

基本構想 

（令和８年度～令和２３年度） 
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２章  就学前児童を取り巻く状況                        

１．就学前児童の状況 

（１）総人口と就学前児童人口の推移 

総人口は年々減少し、令和７（2025）年３月末の総人口は１７５，００９人で、令和３

（20２１）年に比べ２９２人、０．１７％減少しました。 

就学前児童人口は、平成２９（2017）年までは、総人口の伸び以上に増加し、総人口に

占める構成比は５．４７％でしたが、その後減少に転じ、令和７（20２５）年では７，１

０５人で構成比も４．０６％となり、ピークであった平成２９（2017）年の９，４００人

に比べ２，２９５人、２４．４％減少しています。 

 

図表 2-1-1  総人口と就学前児童人口の推移（各年３月３１日現在） 

年 
令和３年(２０

２１)  
令和４年(2022)  令和５年(2023)  令和６年(2024)  令和７年(2025)  

総人口 
１７５，３０

１人 

１７５，０７

６人 

１７５，０４

３人 

１７５，０２

７人 

１７５，００

９人 

就
学
前
児
童
人

口 

０歳児 １，２４５人 １，１９６人 １，１４３人 １，１２８人 １，０３４人 

１歳児 １，３５８人 １，２６７人 １，１９４人 １，１４９人 １，１４６人 

２歳児 １，３９３人 １，３５７人 １，２７７人 １，１９４人 １，１５１人 

３歳児 １，４３１人 １，３９３人 １，３４３人 １，２４６人 １，１７２人 

４歳児 １，４９５人 １，４４２人 １，３６８人 １，３４８人 １，２５２人 

５歳児 １，５９１人 １，４７６人 １，４２３人 １，３５２人 １，３５０人 

就学前教育・保育に係る市立施設のあり方 
こども園整備と既存市立幼稚園・ 

保育所再編計画 第３期計画 

こども若者まんなか計画 子ども・子育て支援事業計画 

第２次公共建築物再生計画 

（第２期計画期間） 

第３次公共建築物再生計画 

（第３期計画期間） 
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計 ８，５１３人 ８，１３１人 ７，７４８人 ７，４１７人 ７，１０５人 

構成比 ４．８６％ ４．６４％ ４．４３％ ４．２４％ ４．０６％ 

 

（２）総人口と就学前児童人口の推計 

令和６（２０２４）年度に実施した人口推計では、令和１５（２０３３）年３月末の総

人口は１７８，５５８人で、令和７（２０２５）年に比べ３，５４９人、２．０％の増加

が見込まれています。 

一方で、就学前児童人口は今後も減少が続き、策定期間の終期となる令和１５（20３

３）年には、令和７（20２５）年に比べ６４９人、9.1％減少の６，４５６人となる見込

みです。 

 

図表 2-1-２  総人口と就学前児童人口の推計（各年３月３１日現在） 
推計 

年 
令和８年 
(2026)  

令和９年 
(2027) 

令和１０

年 

(2028) 

令和１１

年 

(2029) 

令和１２

年 

(20３０) 

令和１３

年 

(20３１) 

令和１４

年 

(20３２) 

令和１５

年 

(20３３) 

総人口 
１７５，９

０９人 

１７６，２

２６人 

１７６，５

４４人 

１７７，２

４１人 

１７７，２

８２人 

１７８，０

５０人 

１７８，１

６１人 

１７８，５

５８人 

就
学
前
児
童
人
口 

０歳児 
１，０５

７人 

１，０４

８人 

１，０３

８人 

１，０２

５人 

１，００

６人 

１，０２

９人 

１，０２

４人 

１，０３

１人 

１歳児 
１，１２

８人 

１，１１

１人 

１，０９

２人 

１，０８

０人 

１，０７

９人 

１，０６

０人 

１，０７

０人 

１，０７

５人 

２歳児 
１，１４

０人 

１，１３

８人 

１，１２

７人 

１，１１

２人 

１，０８

５人 

１，０９

４人 

１，０７

３人 

１，０８

７人 

３歳児 
１，１５

０人 

１，１３

７人 

１，１２

８人 

１，１２

１人 

１，０９

９人 

１，０９

２人 

１，０９

１人 

１，０７

０人 

４歳児 
１，１８

８人 

１，１５

１人 

１，１４

５人 

１，１３

８人 

１，１２

１人 

１，１０

８人 

１，０９

７人 

１，０９

８人 

５歳児 
１，２４

３人 

１，１８

４人 

１，１４

５人 

１，１４

８人 

１，１２

６人 

１，１１

５人 

１，１０

３人 

１，０９

５人 

計 
６，９０

６人 

６，７６

９人 

６，６７

５人 

６，６２

４人 

６，５１

６人 

６，４９

８人 

６，４５

８人 

６，４５

６人 

構成比 3.93％ 
３．８

４％ 

３．７

８％ 
3.74％ 3.68％ 3.65％ 3.62％ 3.62％ 

 

（３）就学前児童の利用施設の推移 

就学前児童人口は、平成２９（2017）年をピークに減少に転じたものの、保育施設を利

用する児童数は増加しており、令和７（20２５）年には３，７３６人で、令和３（20２１）

年に比べ２５４人増加しました。その結果、就学前児童人口に占める割合は令和７（20２

５）年には５２．６％と、令和３（20２１）年の４０．９％に比べ１１．７％増加してい

ます。 

一方で、幼稚園などを利用する児童数は、市立・私立ともに減少が続いており、令和７

（20２５）年には１，１７７人で、令和３（20２１）年に比べ５５４人、３２．０％減少

しました。 

 

図表 2-1-３  就学前児童の利用施設の推移 
年 令和３年(2021)  令和４年(2022)  令和５年(2023)  令和６年(2024)  令和７年(2025)  

就学前児童人口 ８，５１３人 ８，１３１人 ７，７４８人 ７，４１７人 ７，１０５人 

保育所など 市立 １，２４４人 １，１９１人 １，１８１人 １，０５０人 ９８２人 
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(長時間児) 私立 ２，２３８人 ２，３５６人 ２，４７９人 ２，６５９人 ２，７５４人 

計 ３，４８２人 ３，５４７人 ３，６６０人 ３，７０９人 ３，７３６人 

割合 40.9％ 43.6％ 47.2％ 50.0％ 52.6％ 

幼稚園など 

(短時間児) 

市立 ５３０人 ４８１人 ４２４人 ３９４人 ３６０人 

私立 １，２０１人 １，１１３人 ９８８人 ８９２人 ８１７人 

計 １，７３１人 １，５９４人 １，４１２人 １，２８６人 １，１７７人 

割合 20.3％ 19.6％ 18.2％ 17.3％ 16.6％ 

認可外保育施設 １５４人 ８２人 ３０人 ３５人 ３８人 

その他（在宅な

ど） 
３，１４６人 ２，９０８人 ２，６４６人 ２，３８７人 ２，１５４人 

＊ 就学前児童人口は、「住民基本台帳人口」で０歳から５歳までの年齢の児童数（各年３月３１日現在） 

＊ 保育所など（長時間児）は、こども園のうち長時間児と、管外委託（市内の児童が市外の保育所などを利

用する）を含む児童数（各年４月１日現在） 

＊ 幼稚園など（短時間児）は、こども園のうち短時間児と、市内の教育施設を利用する児童数（各年５月１

日現在） 

＊ 認可外保育施設は、月極め利用をしている児童数（各年６月１日現在） 

＊ その他は、市外の施設や在宅などの児童数 

 

（４）就学前児童の利用施設の推計 

令和６（２０２４）年３月のニーズ調査による就労意向を踏まえ、人口推計に基づき算

出した希望する施設の今後の見込みでは、保育所などと幼稚園などともに鷺沼地区にお

ける新たなまちの誕生により利用希望者が一時的に増加するものの、その後は減少する

見込みです。 

 

図表 2-1-４  就学前児童の利用施設の推計 
推計 

年 
令和８年 

(20２６)  

令和９年 

(20２７) 

令和１０年 

(20２８) 

令和１１年 

(20２９) 

令和１２年 

(20３０) 

令和１３年 

(20３１) 

令和１４年 

(20３２) 

令和１５年 

(20３３) 

就学前児童人口 
６，９０

６人 

６，７６

９人 

６，６７

５人 

６，６２

４人 

６，５１

６人 

６，４９

８人 

６，４５

８人 

６，４５

６人 

保育所など 

（長時間児） 

３，８７

３人 

３，８４

５人 

３，７９

４人 

３，７６

８人 

３，７４

６人 

３，７９

８人 

３，８２

８人 

３，８１

６人 

割合 56.１％ 
５６．

８％ 

５６．

８％ 

５６．

９％ 

５７．

５％ 

５８．

４％ 

５９．

３％ 

５９．

１％ 

幼稚園など 

（短時間児） 

１，２７

１人 

１，１８

０人 

１，１７

８人 

１，１９

０人 

１，１５

３人 

１，１１

２人 

１，０７

６人 

１，０７

２人 

割合 
１８．

４％ 

１７．

４％ 

１７．

６％ 

１８．

０％ 

１７．

７％ 

１７．

１％ 

１６．

７％ 

１６．

６％ 

 

２．市立こども園児童の状況 

（１）市立こども園児童数の推移 

平成１５（2003）年の「習志野市こども園構想」に基づき、平成１８（200６）年に東

習志野こども園を整備し、令和７（２０２５）年の藤崎こども園の整備により、七つの中

学校区への市立こども園の整備が完了しました。 

短時間児の児童数は微増と微減を繰り返しながら推移し、令和７（２０２５）年は３２

７人で、令和２（20２０）年に比べ３４人、１１．６％増加しました。 

また、長時間児の児童数は受入定員の拡大により、令和７（20２５）年は６３４人で、
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令和２（20２０）年に比べ１１６人、２２．４％増加しています。 

 

図表 2-２-1  市立こども園児童数の推移 

 
長時間児は各年４月１日現在、短時間児は各年５月１日現在 

 

３．市立幼稚園児童の状況 

（１）市立幼稚園児童数の推移 

本市では、市制施行から昭和４５（1970）年の文教住宅都市憲章制定を経て、１小学校

区に１幼稚園を掲げ、昭和５６（1981）年まで市立により幼稚園を整備し、幼稚園教育要

領に基づき、複数クラスを基本とした集団教育を実施してきました。 

しかしながら、市立幼稚園の児童数は年々減少し、１学年１クラスで１０人を下回る

など、本市が目指す集団教育に課題が生じてきました。 

令和７（２０２５）年の市立幼稚園は３園、児童数は３６人で、令和２（20２０）年に

比べ２２４人、８６．２％減少しています。 

 

 

図表 2-３-1  市立幼稚園児童数の推移 

293人 314人 308人 287人 320人 327人

518人 525人 526人 517人
559人

634人

0 人

100 人

200 人

300 人

400 人

500 人

600 人

700 人

令和2年

(2020)

令和3年

(2021)

令和4年

(2022)

令和5年

(2023)

令和6年

(2024)

令和7年

(2025)

短時間児 長時間児
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各年５月１日現在 

 

（２）市立幼稚園・こども園短時間児児童数の状況 

令和７（20２５）年５月１日現在の市立幼稚園・こども園短時間児児童数を施設別、年

齢別に見ると、定員に対する入園率は市立幼稚園が５．７％、市立こども園短時間児が４

５．９％、全体で２７．０％となっています。 

 

図表 2-3-2  市立幼稚園・こども園短時間児児童数の内訳 

施設名 定員 
児童数 

入園率 
３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

幼
稚
園 

谷津 ２１０人 ― ４人 １２人 １６人 ７．６％ 

津田沼 ２１０人 ― ０人 ９人 ９人 ４．３％ 

屋敷 ２１０人 ― ６人 ５人 １１人 ５．２％ 

計 ６３０人 ― １０人 ２６人 ３６人 ５．７％ 

こ
ど
も
園
（
短
時
間
児
） 

東習志野 １４０人 １４人 １４人 ２３人 ５１人 ３６．４％ 

杉の子 １３０人 １９人 １９人 １８人 ５６人 ４３．１％ 

袖ケ浦 １４２人 １４人 １９人 １８人 ５１人 ３５．９％ 

大久保 ８０人 １０人 １９人 ３０人 ５９人 ７３．８％ 

新習志野 ６０人 ８人 １７人 １３人 ３８人 ６３．３％ 

向山 ８０人 ２０人 ２１人 １４人 ５５人 ６８．８％ 

藤崎 ８０人 ６人 ５人 ６人 １７人 ２１．３％ 

計 ７１２人 ９１人 １１４人 １２２人 ３２７人 ４５．９％ 

合計 
１，３４２

人 
９１人 １２４人 １４８人 ３６３人 ２７．０％ 

令和７（20２５）年５月１日現在 

 

 

 

４．市内認可保育施設児童の状況 

260 人
217 人

173 人 137 人

74 人 36 人

1,190 人 1,190 人 1,190 人 1,190 人

980 人

630 人

21.8%

18.2%

14.5%

11.5%

7.6%
5.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 人

200 人

400 人

600 人

800 人

1,000 人

1,200 人

1,400 人

令和２年

(2020)

令和３年

(2021)

令和４年

(2022)

令和５年

(2023)

令和６年

(2024)

令和７年

(2025)

児童数 定員 入園率
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（１）市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の推移 

令和７（20２５）年の市内の認可保育所（園）・こども園長時間児児童数は、市立保育

所４所、市立こども園７園、私立保育園２０園、私立こども園５園、小規模保育事業所１

１所の合計で、3,758 人となっています。 

保育需要の増加に対応するため、既存市立幼稚園・保育所の再編によるこども園化や

私立化のほか、私立保育園や小規模保育事業所の誘致などにより、受入定員の拡大を図

った結果、令和２（2020）年に比べ５３３人、１６．５％増加しました。 

なお、市立幼稚園・保育所を再編し、こども園化や私立化したことにより、市立保育所

の児童数は減少しています。 

 

図表 2-4-1  市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の推移 

 
各年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の状況 

令和７（20２５）年４月１日現在の市内の認可保育所（園）・こども園長時間児児童数

710人 715人 669 人 672 人
498 人 361 人

518 人 525 人 526 人 517 人
559 人

634 人

1,436 人
1,666 人 1,784 人 1,886 人 2,095 人 2,195 人

364 人

379 人 398 人
430 人 413 人 412 人

197 人

182 人
177 人

174 人 158 人 156 人

0 人

500 人

1,000 人

1,500 人

2,000 人

2,500 人

3,000 人

3,500 人

4,000 人

令和２年

(2020)

令和３年

(2021)

令和４年

(2022)

令和５年

(2023)

令和６年

(2024)

令和７年

(2025)

市立保育所 市立こども園 私立保育園 私立こども園 小規模保育事業所

3,225 人 

3,467 人 
3,554 人 

3,679 人 3,723 人 3,758 人 
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を施設別、年齢別に見ると、定員に対する入所率は市立保育所が７９．７％、市立こども

園長時間児が７７．５％などで、全体で８８．７％となっています。 

 

図表 2-4-2  市内認可保育所（園）・こども園長時間児児童数の内訳 

施設名 定員 
児童数 

入所率 
０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

市
立
保
育
所 

谷津 
１０９

人 
３人 ６人 １７人 ２０人 １６人 １９人 ８１人 

７４．

３％ 

本大久保第二 ４７人 ３人 ２０人 ２２人 ― ― ― ４５人 
９５．

７％ 

秋津 
１３７

人 
１人 １０人 １７人 ２１人 ２２人 ２０人 ９１人 

６６．

４％ 

谷津南 
１６０

人 
５人 ２１人 ３０人 ３０人 ２８人 ３０人 

１４４

人 

９０．

０％ 

計 
４５３

人 
１２人 ５７人 ８６人 ７１人 ６６人 ６９人 

３６１

人 

７９．

７％ 

市
立
こ
ど
も
園
（
長
時
間
児
） 

東習志野 
１５２

人 
８人 ２３人 ２４人 ３０人 ３２人 ３３人 

１５０

人 

９８．

７％ 

杉の子 ７７人 ５人 １５人 １４人 １６人 １８人 ２０人 ８８人 
１１４．

３％ 

袖ケ浦 
１２５

人 
３人 １６人 ２２人 ２４人 ２２人 ２８人 11５人 

９２．

０％ 

大久保 
１５０

人 
７人 ２０人 ２４人 ２８人 ３０人 ３０人 13９人 

９２．

７％ 

新習志野 ３０人 ― ― ― ５人 ５人 １０人 ２０人 
６６．

７％ 

向山 
１４２

人 
４人 １８人 ２２人 １８人 １６人 ７人 ８５人 

５９．

９％ 

藤崎 
１４２

人 
４人 14 人 ７人 ７人 ４人 １人 ３７人 

２６．

１％ 

計 
８１８

人 
３１人 

１０６

人 

１１３

人 

１２８

人 

１２７

人 

1２９

人 

６３４

人 

７７．

５％ 

私立保育園 
２，３６

２人 

１１２

人 

３４７

人 

３９３

人 

４４７

人 

４４４

人 

４５２

人 

２，１９

５人 

９２．

９％ 

私立こども園 

（長時間児） 

４０７

人 
１７人 ３５人 ４１人 ９６人 

１０４

人 

１１９

人 

４１２

人 

１０１．

２％ 

小規模保育事業所 
１９９

人 
１２人 ６８人 ７６人 ― ― ― 

１５６

人 

７８．

４％ 

合計 
４，２３

９人 

１８４

人 

６１３

人 

７０９

人 

７４２

人 

７４１

人 

７６９

人 

３，７５

８人 

８８．

７％ 

令和７（20２５）年４月１日現在 

 

（3）市内認可保育施設申込者数・利用児童数・不承諾者数・待機児童数の推移 

保育需要の増加により、市内認可保育施設の申込者数は年々増加していますが、就学

前児童人口の減少により増加率は小幅となっています。 

待機児童数は、ピーク時である平成２９（２０１７）年の３３８人に比べ大きく減少し

ており、定員の弾力化による受入れなどにより、引き続き待機児童の解消を目指します。 

 

図表 2-4-3①  待機児童数の推移（年齢別） 
年 令和３年（20２ 令和４年（20２ 令和５年（20２ 令和６年（20２ 令和７年（20２
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１） ２） ３） ４） ５） 

０歳児 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 

１歳児 １９人 ９人 ６人 ２人 ５人 

２歳児 ２人 ７人 ２人 ０人 ０人 

３歳児 ２人 ０人 ０人 ０人 ０人 

４歳児 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

５歳児 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計 ２４人 １６人 ８人 ２人 ５人 

各年４月１日現在 

図表 2-4-3②  市内認可保育施設申込者数・利用児童数・不承諾者数・待機児童数の推

移 

 
各年４月１日現在 

 

５．市立こども園・幼稚園・保育所の施設の状況 

市立こども園は、市立幼稚園・保育所に比べると、建築後の経過年数が短い施設が多く

なっていますが、順次建築後２０年が経過することから大規模改修工事が必要になりま

す。 

一方で市立幼稚園は、３園全てが建築後５０年を経過し、市立保育所は４所のうち２

所が建築後４５年を経過しており、現行の耐震基準が設定された昭和５６（１９８１）年

以前に建築されています。これらの施設では耐震基準に基づき、耐震診断及び耐震改修

は行っていますが、老朽化対策は行っていないため、「第３次公共建築物再生計画（第３

期計画期間）」に基づき、適宜改修工事を実施し、安全・安心な教育・保育環境を維持す

る必要があります。 

 

3,446 人

3,701 人 3,757 人 3,844 人 3,887 人 3,892 人

3,225 人
3,467 人 3,554 人 3,679 人 3,723 人 3,758 人

213 人

188 人 184 人

153 人
143 人

155 人

55 人

24 人
16 人

8 人
2 人 5 人 0 人

50 人

100 人

150 人

200 人

250 人

0 人

500 人

1,000 人

1,500 人

2,000 人

2,500 人

3,000 人

3,500 人

4,000 人

4,500 人

令和2年

(2020)

令和3年

(2021)

令和4年

(2022)

令和5年

(2023)

令和6年

(2024)

令和7年

(2025)

認可保育施設申込者数 利用児童数 不承諾者数 待機児童数
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図表 2-５①  市立こども園の施設概要 

ＲＣ造：鉄筋コンクリート造（国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数４７年） 

Ｓ造：鉄骨造（鋼材の厚さに応じ、国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数２７年～３４年） 
 

図表 2-５②  市立幼稚園の施設概要 

ＲＣ造：鉄筋コンクリート造（国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数４７年） 

 

図表 2-５③  市立保育所の施設概要 

施設名 
定員 

構造 階数 敷地面積 延床面積 建築年 
短時間児 長時間児 合計 

東習志野 
１４０

人 

１５２

人 

２９２

人 
Ｓ造 ２階 6,810 ㎡ 2,951 ㎡ 

平成１８年

（2006） 

杉の子 
１３０

人 
７７人 

２０７

人 
Ｓ造 ２階 3,523 ㎡ 2,111 ㎡ 

平成２４年

（2012） 

袖ケ浦 
１４２

人 

１２５

人 

２６７

人 
ＲＣ造 ３階 2,913 ㎡ 3,132 ㎡ 

平成２６年

（2014） 

大久保 ８０人 
１５０

人 

２３０

人 
Ｓ造 

軽量鉄骨造 
２階 6,033 ㎡ 2,640 ㎡ 

平成３１年

（2019） 

新習志野 ６０人 ３０人 ９０人 
ＲＣ造 

Ｓ造 
１階 4,967 ㎡ 1,100 ㎡ 

昭和５６年

（1981） 

向山 ８０人 
１４２

人 

２２２

人 
Ｓ造 ２階 3,000 ㎡ 2,099 ㎡ 令和６年（2024） 

藤崎 ８０人 
１４２

人 

２２２

人 
ＲＣ造 ３階 2,864 ㎡ 2,110 ㎡ 令和７年（2025） 

施設名 
定員 

構造 階数 敷地面積 延床面積 建築年 
４歳児 ５歳児 合計 

谷津 
１０５

人 

１０５

人 

２１０

人 
ＲＣ造 ２階 1,602 ㎡ 1,026 ㎡ 

昭和４７年

（1972） 

津田沼 
１０５

人 

１０５

人 

２１０

人 
ＲＣ造 ２階 2,039 ㎡ 1,128 ㎡ 

昭和４８年

（1973） 

屋敷 
１０５

人 

１０５

人 

２１０

人 
ＲＣ造 ２階 3,744 ㎡ 1,048 ㎡ 

昭和４９年

（1974） 

施設名 
定員 

構造 階数 敷地面積 延床面積 建築年 ０～２歳

児 

３～５歳

児 
合計 

谷津 ３９人 ７０人 
１０９

人 

軽量 

鉄骨造 
１階 4,492 ㎡ 993 ㎡ 

平成２３年（２０

１１） 
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ＲＣ造：鉄筋コンクリート造（国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数４７年） 

Ｓ造：鉄骨造（鋼材の厚さに応じ、国税庁の耐用年数表に基づく耐用年数２７年～３４年） 

 

 

３章  就学前教育・保育に係る市立施設のあり方            

市立施設の整備及び再編の方向性については、第１期計画から第３期計画までの取り

組みにより一定の成果が得られたことから、就学前児童人口の減少が想定されることを

はじめとした、就学前児童を取り巻く状況を踏まえ、今後の施設の方向性を次のとおり

とします。 

 

１．市立こども園施設 

（１） 就学前の教育・保育及び子ども・子育て支援を総合的に推進する拠点施設

として、建築後２０年が経過する施設は、対策内容を「第３次公共建築物再生計画

（第３期計画期間）」に定め、大規模改修工事を実施します。 

 

２．市立幼稚園施設 

（１） 適正な規模の集団生活での遊びを通して、社会性や協調性、自主性を育む

ため、４歳児・５歳児ともに、本市が目指す集団教育に課題が生じる１０人以下と

なる場合は、集団教育を維持する観点から、同一中学校区の市立こども園との統合

を視野に検討を始めます。 

（２） 津田沼幼稚園・屋敷幼稚園については、令和６年度に４歳児・５歳児とも

に１学年１０人以下となり、在園児の保護者を含めた検討を進めた結論として、そ

れぞれ藤崎こども園、杉の子こども園に、令和９年度末に統合します。なお、統合

後の津田沼幼稚園園舎は、令和１３年度末に機能停止予定の菊田公民館諸室の代

替施設としての活用を検討し、屋敷幼稚園園舎は大規模改修工事を実施した後、本

大久保第二保育所を移転し活用します。 

 

３．市立保育所施設 

（１） 就学前児童人口の減少に伴い、市全域の保育需要も減少することが見込ま

れるものの、土地区画整理による宅地開発もあり、「習志野市こども若者まんなか

計画」に定める定員数は確保する必要があります。一方、既存の私立保育施設では、

少子化の進行に加え、保育士不足や保護者ニーズの多様化などにより、将来的に運

営が困難となる状況が生じることも懸念されます。このことから、谷津保育所・本

本大久保第二 ４７人 ― ４７人 ＲＣ造 １階 2,119 ㎡ 599 ㎡ 
昭和５１年（１９

７６） 

秋津 ４７人 ９０人 
１３７

人 
ＲＣ造 ２階 3,249 ㎡ 1,270 ㎡ 

昭和５５年（１９

８０） 

谷津南 ７０人 ９０人 
１６０

人 
ＲＣ造 ２階 2,900 ㎡ 1,277 ㎡ 

平成元年（１９８

９） 
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大久保第二保育所・秋津保育所・谷津南保育所は私立化をせず市立施設として引き

続き存続します。 

（２） 但し、本大久保第二保育所は、建築後５０年経過し長寿命化改修が予定さ

れていますが、建物や敷地が狭小のため、保育を実施しながらの改修が困難なこと

から、杉の子こども園に統合後の屋敷幼稚園跡に移転します。なお、移転後の本大

久保第二保育所跡は活用を検討し、未利用となる場合は普通財産として所管を移

し、売却・貸付等により有効活用します。 

（３） 老朽化した施設は、対策内容を「第３次公共建築物再生計画（第３期計画

期間）」に定め、適宜改修工事＊を実施します。 

＊ 大規模改修工事、設備等修繕工事 


